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「過重労働相談受付集中週間」スタート 
 

～ 過重労働解消に係る相談等を受け付けます～ 
 
 

厚生労働省では、過労死等防止対策推進法（平成 26年法律第 100号）に基づき、11月

を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすため「過重労働解消キャンペーン」

や「過労死等防止対策推進シンポジウム」などの取組を行っています。 

本年度の過重労働解消キャンペーンでは、例年実施している「過重労働相談ダイヤル」

のほか、新たに「過重労働相談受付集中週間」を設定し、過重労働解消に係る相談と労働

基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を受け付けます。 

 
 

【過重労働解消キャンペーン】 

１ 「過重労働相談受付集中週間」（新たな取組） 

10 月 31 日(日)から 11 月６日（土）を「過重労働相談受付集中週間」とし、過重

労働解消に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を受け付けま

す。 

 

２ 「過重労働解消相談ダイヤル」を実施（11月 6日（土）） 

上記「過重労働相談受付集中週間」の最終日である 11 月６日（土）を「特別

労働相談受付日」とし、フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤ

ル」を実施、労働相談及び労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を受け付け

ます。 

 

【 過重労働解消相談ダイヤル 】 ※11月 6日（土）のみ 
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【 労働条件相談「ほっとライン」】※10月 31日（日）～11 月 6日（土） 
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※「労働条件ほっとライン」は、キャンペーン期間以外でも、常時対応しています。 

（相談受付時間：月～金 17：00～22：00、土日・祝日９：00～21：00） 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/  

 

 

【 県内の各労働基準監督署 】 平日 8：30～17：15 

 

盛岡労働基準監督署  019－604－2530 

（盛岡市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、岩手町、雫石町、矢巾町、紫波町） 

 

宮古労働基準監督署  0193－62－6455 

（宮古市、田野畑村、岩泉町、山田町） 

 

釜石労働基準監督署  0193－23－0651 

（釜石市、大槌町、遠野市（宮守町を除く）） 

 

花巻労働基準監督署  0198－23－5231 

（花巻市、北上市、奥州市のうち水沢・江刺・胆沢、遠野市のうち宮守町、

西和賀町、金ヶ崎町） 

 

一関労働基準監督署  0191－23－4125 

（一関市、平泉町、奥州市のうち衣川・前沢） 

 

大船渡労働基準監督署  0192－26－5231 

（大船渡市、住田町、陸前高田市） 

 

二戸労働基準監督署  0195－23－4131 

（二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、久慈市、洋野町、野田村、普代村） 

 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/









